
がけ地の近<にお住まいのLEL様へ (青葉区)

～土砂災害に備えていただ<ために～
土砂災害 “特別"警戒区域の指定に向けて、がけ地の現地調査等を行います。

土砂災害に備えていただ<ため、土砂災害防止法に基づき、「土砂災害
“特別"警戒区域 (通称 :レ ッドゾーン)」 の指定に向けて、がけ地の現

地調査等を行います。

1 現地調査等とは

土砂災害により、被害を受けるおそれのある場所の地形や地質、土地の利

用状況などについて、「現地調査」や「現地沢」量」を行うものです。

回 横浜市「青業区」のがけ地 (急傾斜地)と、これに隣接する地上或

2019年 (令禾□元年)7月から 2020年 (令禾□2年)3月まで [予定]

※なお、今後の調査等の進捗状況により、変更する場合があります。

2 土砂災害 “特別"警戒区域とは

2問内(ただし50簿を
越える増合は50m)

[参考]土 砂災害警戒区域

■土砂災害のおそれのある区域
(通称 :イエ□―ゾーン)

■横浜市内のがけ地における土砂
災害警戒区域は、平成 25年度ま
でに、指定を完了しています。
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hは急傾斜地の高さ

3 土砂災害 “特別"警戒区域に指定されると

●特定開発行為に対する許可制   ●建築物の構造規制     ●建築物の移転等の勧告
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4 スケジュールについて
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今回は、この段ItSに 関するお知らせです。

※今後の調査等の進捗状況により、変更する場合があります。

■現地調査等に入る約 1週間前には、この回覧とは局」に、土地の所有者や占有者ヘ
「郵送やポスティング」により、詳細な「現地調査等に入る旨のお矢□らせ」を
配布いたします。

5 調査員について
■身分証明書を携帯し、腕章を着用することにより、県の委託業務の調査員である
ことを明確に示します。

6 問合せ先について
■現地調査等に関すること

神奈川県 横浜川崎治水事務所 急傾斜地第一課

住所 〒220-O073 横浜市西区岡野2-12-20
電話 045-411-2520(直 通 ) 8:30ヘノ12:OOt 13:OOヘノ17:15

■土砂災害防止法全般に関すること        .

神奈川県 県土整備局 河川下水道部 砂防海岸課 急傾斜地グルーフ
゜

住所 〒231-8588 横浜市中区日本大通 1

電話 045-210-1111(代 表)8:30～ 1 2iOO、 13:○○～17:15

神奈川県土砂災害情報ポータル詳し<は、


